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第１章 総則

（目的）

第１条 この要領は、契約相手方が契約履行完了後に防衛省に対して有する債権並び

に請負契約及び研究委託契約において当該契約の履行完了前であって防衛省との間

で成立している債権として企業会計上適切に計上された債権に関し、契約相手方

から当該債権の譲渡について申請があった場合における承認の手続について必要な事

項を定め、もって適正な事務処理を図ることを目的とする。

（用語の意義）

第２条 この要領における用語の定義は次の各号に定めるところによる。

(1) 契約担当官等 会計法第１３条第３項に規定する分任支出負担行為担当官及び

会計法第２９条の２に規定する契約担当官並びに会計法第４６条

の３に規定する分任支出負担行為担当官代理、契約担当官代理を

いう。

(2) 管理課長等 補給処調達にあっては、調達管理課長（第２補給処十条支処に

あっては、調達管理班長）を、基地等調達にあっては、会計班長

をいう。

(3) 契約課長等 補給処調達にあっては、契約課長及び輸入課長（第２補給処十

条支処にあっては、契約班長）を、基地等調達にあっては、契約

班長をいう。

(4) 関係各課長等 補給処調達にあっては、関係する各課長等（第２補給処十条支

処にあっては、関係する各班長）を、基地等調達にあっては、関

係する各班長をいう。

(5) 契約相手方 契約担当官等と契約を締結した者をいう。

(6) 債権譲受人 契約担当官等との間に成立した債権を譲り受けようとする者又

は譲り受けた者をいう。

(7) 回収代理人 債権を譲り受けた者を代理して当該債権である代金の請求及び

受領を行う者をいう。

(8) 適格機関投資家 金融商品取引法第２条に規定する定義に関する内閣府令（平

成５年大蔵省令第１４号）第１０条の適格機関投資家をいう。

(9) 子会社 議決権の過半数を所有している会社、その他の財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則（昭和３８年大蔵省令第５９

号）第８条第４項の会社により、財務及び営業又は事業の方針を

決定する意思決定機関が支配されている同規則第８条第３項の子

会社をいう。

(10) 関連会社 議決権の１００分の２０以上を所有している会社、その他の財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和３８年大

蔵省令第５９号）第８条第６項の会社により、財務及び営業又は
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事業の方針の決定に対して重要な影響を受けている同規則第８条

第５項の関連会社をいう。

(11) 信用格付業者 金融商法取引法（昭和２３年法律第２５号）第６６条の２７の

規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

(12) 特別目的会社 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和３８

年大蔵省令第５９号）第８条第７項の特別目的会社で、資産の流

動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に

規定される特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこ

れと同様の事業を営む事業体をいう。

(13) レーティングレター 債権の格付を証する書類で、信用格付業者が発行する

ものをいう。

（債権の譲渡の承認の範囲及び額の基準）

第３条 この要領における譲渡の承認の対象となる債権の範囲は、次の各の区分に従

い各号の定めるところによる。

(1) 契約履行完了後の債権

契約相手方が取得する確定債権金額５，０００万円以上の債権のうち、契約担

当官等又はその補助者が受領検査調書を交付しているものであって、代金の支払

がいまだに行われていないもの（以下「短期債権」という ）であること。。

(2) 契約履行完了前の債権

ア 契約担当官等が締結した１件１億円以上であって、契約期間が２以上の会計

年度にわたる製造請負契約、試作研究請負契約、研究委託契約又は役務請負契

約（ただし、継続して調達を行っている同一装備品又は同一目的の研究にあっ

ては、履行中の契約を合算した額が１億円以上となるものを含む ）に基づく。

もの（以下「長期債権」という ）であること。。

（ 。 ）イ 収益認識に関する会計基準 企業会計基準第２９号 ２０１８年３月３０日

に基づき、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法により、

契約相手方の企業会計上の資産として計上されている債権の額（消費税及び地

方消費税を除く ）であって、会計監査人の承認を得ているものであること。。

ウ ア及びイに規定する承認を得ている債権の額から既前払金額及び既部分払金

額（これらの額のうち債権の譲渡先へ引き渡されたことが確認できる額を除

く ）並びに既譲渡債権額を控除した額を超えないものであること。。

（債権の譲渡に係る条件の契約相手方等への周知徹底）

、 、 、第４条 契約課長等は 契約相手方の債権の譲渡の申請に際し 契約相手方に対して

次に掲げる条件について債権譲受人等を含めて承諾の上、債権譲渡承認申請書（以

下「申請書」という ）を提出するよう周知徹底するものとする。。

(1) 短期債権を譲渡する場合

ア 債権の譲渡は、個別の契約の債権ごとに申請及び譲渡することとし、個別の
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契約の債権を複数取りまとめて一括した債権の譲渡を行わないこと。

イ 契約相手方の反対給付の履行の完了が、債権の譲渡の承認前になされている

こと。

ウ 債権の譲受人は、債権の譲渡先の要件（別紙第１）に合致する会社であるこ

と。

エ 債権の譲渡の承認によって、譲渡債権に係る契約の契約条項に基づく契約担

当官等の契約相手方に対する代金支払時期、方法その他の権利及び契約相手方

に対し有する抗弁権に一切影響を及ぼさないこと。また、特約条項を含めた契

約条項上の契約相手方の責任が一切軽減されるものではないこと。

オ 契約相手方及び債権譲受人は、債権の譲渡に係る承認申請の要件及び契約担

当官等による承認の諸条件に合意して債権を譲渡及び譲受することとし、契約

担当官等に対して譲渡対象債権に係る契約の契約条項以外の責任を求めないこ

と。

カ 契約相手方は、下請負者への早期支払に努めること。

キ 契約担当官等は、債権の譲渡に関し不適当な事由がある場合には、承認をし

ないことがあること。

(2) 長期債権を譲渡する場合

ア 債権の譲渡は、個別の契約の債権ごとに申請及び譲渡することとし、個別の

契約の債権を複数取りまとめて一括した債権の譲渡を行わないこと。

、 （ ） 。イ 債権譲受人は 債権の譲渡先の要件 別紙第１ に合致する会社であること

ウ 債権の譲渡の承認によって、譲渡債権に係る契約の契約条項（当該条項に基

づく変更契約に係るものを含む ）に基づく契約担当官等の契約相手方に対す。

。 、る権利及び契約相手方に対し有する抗弁権に一切影響を及ぼさないこと また

特約条項を含めた契約条項上の契約相手方の責任が一切軽減されるものではな

いこと。

エ 契約相手方及び債権譲受人は、債権の譲渡に係る承認申請の要件及び契約担

当官等による承認の諸条件に合意して債権を譲渡及び譲受することとし、契約

担当官等に対して譲渡対象債権に係る契約の契約条項以外の責任を求めないこ

と。

オ 契約相手方及び債権譲受人は、譲渡の対象となる債権を担保として証券等を

発行する場合には、譲渡の対象となる債権の内容について証券等販売相手方及

び流動性補完契約等の相手方に周知させるよう努めること。

カ 契約相手方は、下請負者等への早期支払に努めること。

キ 契約担当官等は、債権の譲渡に関し不適当な事由がある場合には、承認しな

いことがあること。
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第２章 承認の手続

第１節 短期債権の譲渡に係る承認の手続

（短期債権の譲渡に係る申請書の受理等）

第５条 契約相手方が債権の譲渡について、契約条項の規定に基づき契約担当官等の

承認を受けるため提出する書面の受理は、契約課長等が行うものとする。

２ 契約課長等は、前項の規定により書面を受理する場合には、契約担当官等の契約

物品受領後であることを原則とし、契約相手方から次の各号に掲げる事項を明らか

にした申請書（別紙様式第１)を提出させるものとする。

(1) 債権の譲渡の対象となる契約の調達要求番号、契約品名、納期、契約金額、契

約番号及び契約年月日並びに既譲渡債権額

(2) 契約相手方並びに債権譲受人の氏名、住所及び連絡先

(3) 契約相手方の契約不適合責任は、継続して契約相手方が負担すること。

(4) 債権の譲渡に係る費用は、契約相手方の負担で行うこと。

(5) 契約相手方が回収代理人に指定されるものであること。

(6) 債権譲受人が契約相手方の回収代理人の指定を取り消す場合は、理由を付して

契約担当官等にその旨通知するものとすること。

３ 契約課長等は、前項の規定により提出させる申請書には、次の各号に掲げる書面

を添付させるものとする。

(1) 契約相手方と債権譲受人との間の債権の譲渡の基本契約書の写し

(2) 債権譲受人が譲渡先としての要件に該当していることを証明する次の資料

ア 別紙第１第１項の会社の場合

(ｱ) 発行日から３か月以内の「登記事項証明書」又は「資格証明書」のいずれ

か。

(ｲ) 債権譲渡先に関する質問及び回答（別紙様式第２ （適格機関投資家の子）

会社又は関連会社であるときに限る ）。

イ 別紙第１第２項の会社の場合

(ｱ) 提携している適格機関投資家に係るア（ア）に定める資料

(ｲ) 発行日から３か月以内の「登記事項証明書」又は「資格証明書」のいずれ

か。

(ｳ) 提携している適格機関投資家との間で締結された信用補完に関する契約、

融資に関する契約、管理委託に関する契約等の写し

(ｴ) 債権譲渡先に関する質問及び回答（別紙様式第２）

(3) 信用格付業者のレーティングレター（適格機関投資家又は適格機関投資家の子

会社若しくは関連会社であるときに限る ）。

(4) 契約相手方による譲渡債権の特定に関する確認書(短期債権）(別紙様式第３）

４ 契約課長等は、第２項の規定により申請書を受理するに当たっては、債権譲渡申

請添付書類（短期債権 （別紙第２）により提出書類等に不備のないことを確認し）
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た上で受理するものとする。

５ 契約課長等は、第２項の規定により申請書を受理する場合においては、当該申請

に係る契約が履行完了前であるときは管理課長等に債権の譲渡の申請に係る契約の

履行状況の確認を依頼するものとする。

６ 管理課長等は、前項の規定による契約課長等からの依頼を受けた場合には、当該

債権の譲渡に係る契約の履行状況を速やかに確認し、完成検査調書及び受領検査調

書の送付について、関係の部隊等及び地方防衛局の受領検査官等に完成検査調書及

び受領検査調書の提出予定時期を調査し、その旨を契約課長等に通知するものとす

る。

７ 契約課長等は、前項の規定による管理課長等からの通知を受け、契約相手方の契

約履行の完了がなされないおそれが少ないと見込まれる場合においては、当該契約

物品の契約上の納期が３月であって、かつ、契約相手方が３月中に債権の譲渡の承

認の通知を受けることを要望しているときは、第２項の規定にかかわらず、受領検

査調書が提出される前に、３月１２日（同日が行政機関の休日（ 行政機関の休日「

に関する法律 （昭和６３年法律第９１号）に規定する行政機関の休日をいう ）」 。

に当たるときは直後で直近の開庁日）まで申請書を受理することができる。この場

合における事務は、第２項から第６項までの規定を準用して行うものとする。

（審査）

第６条 契約課長等は、契約相手方から前条第２項に基づく申請書を受理した場合に

は、債権譲渡確認事項（短期債権 （別紙第３）により、申請内容が承認に必要な）

、 、要件を満たしているものか 債権の譲渡を行っても契約の履行に支障がないものか

及び紛争を未然に防止する措置が講じられているものか否か等について審査を行

い、債権の譲渡の承認の可否について関係各課長等を経て契約担当官等の決裁を受

けるものとする。この場合において債権の譲渡の承認を否とするときは、その措置

について明らかにしなければならない。

２ 契約課長等は、前条第７項に基づき申請書を受理した場合には、受領検査調書以

外の提出書類により前項の審査を行い、契約の履行の完了がなされないおそれが少

、 、 、ないと見込まれ かつ 受領検査調書が提出されることが見込まれる旨を付記して

関係各課長等を経て、受領検査調書が提出された後契約相手方に債権の譲渡を承認

し通知することの可否について、受領検査調書の提出前に契約担当官等の決裁を受

けるものとする。この場合において否とするときは、その措置について明らかにし

なければならない。

（審査後の措置）

第７条 契約課長等は、前条第１項の規定により契約担当官等の決裁を受けた場合に

は、速やかに契約相手方に債権の譲渡の承認の可否について通知を行うとともに、

関係各課長等に承認書の写しの送付又は否とする旨の通知を行うものとする。この

場合において債権の譲渡の承認を否とするときは、その理由について明らかにしな
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ければならない。

２ 前項の規定により契約相手方に行う通知は、申請書等を受理した日から原則１週

間以内に行うものとし、当該期間以内に通知できない場合は、その旨を契約相手方

に通知するものとする。

３ 契約課長等は、前条第２項の規定により契約担当官等の決裁を受けた場合には、

受領検査調書が契約相手方から提出された後に債権の譲渡の承認の通知を行うもの

とする。債権の譲渡の承認を否とするときは、その旨を契約相手方に通知するとと

もに、その理由を明らかにしなければならない。

４ 契約課長等は、前条第２項の規定により契約担当官等の決裁を受けた場合には、

速やかに契約相手方に債権の譲渡の承認の可否について通知を行うとともに、関係

各課長等に承認書の写しの送付又は否とする旨の通知を行うものとする。この場合

において債権の譲渡の承認を否とするときは、その理由について明らかにしなけれ

ばならない。

５ 第３項の規定により契約相手方に行う債権の譲渡の承認の通知は、受領検査調書

を受理した日から原則１週間以内に、債権の譲渡の承認を否とする旨の通知は、申

請書等を受理した日から原則１週間以内に行うものとし、当該期間以内に通知でき

ない場合はその旨を契約相手方に通知するものとする。

第２節 長期債権の譲渡に係る承認の手続

（長期債権の譲渡に係る申請書の受理等）

第８条 契約相手方が債権の譲渡について、契約条項の規定に基づき契約担当官等の

承認を受けるため提出する書面の受理は、契約課長等が行うものとする。

２ 契約課長等は、前項の規定により書面を受理する場合には、契約相手方から次の

（ ） 。各号に掲げる事項を明らかにした申請書 別紙様式第４ を提出させるものとする

(1) 債権の譲渡の対象となる契約の調達要求番号、契約品名、納期、契約金額、契

約番号及び契約年月日並びに既譲渡債権額

(2) 契約相手方並びに債権譲受人の氏名、住所及び連絡先

(3) 契約変更又は契約解除等により契約相手方が契約担当官等に対して返還義務を

負う場合には、契約相手方は速やかに分任支出負担行為担当官に対して返還の請

求に応ずること。

(4) 契約相手方の契約不適合責任は、継続して契約相手方が負担するものであるこ

と。

(5) 債権の譲渡に係る費用は、契約相手方の負担であること。

(6) 契約相手方が回収代理人に指定されるものであること。

(7) 債権譲受人が契約相手方の回収代理人の指定を取り消す場合は、理由を付して

契約担当官等にその旨通知すること。

３ 契約課長等は、前項の規定により提出させる申請書には、次の各号に掲げる書面

を添付させるものとする。



８

(1) 契約相手方と債権譲受人との間の債権譲渡の基本契約書の写し

(2) 債権譲受人が譲渡先としての要件に該当していることを証明する次の資料

ア 別紙第１第１項の会社の場合

(ｱ) 発行日から３か月以内の「登記事項証明書」又は「資格証明書」のいずれ

か。

(ｲ) 債権譲渡先に関する質問及び回答（別紙様式第２ （適格機関投資家の子）

会社又は関連会社であるときに限る ）。

イ 別紙第１第２項の会社の場合

(ｱ) 提携している適格機関投資家に係るア（ア）に定める資料

(ｲ) 発行日から３か月以内の「登記事項証明書」又は「資格証明書」のいずれ

か。

、 、(ｳ) 提携している適格機関投資家との間で締結された 信用補完に関する契約

融資に関する契約、管理委託に関する契約等の写し

(ｴ) 債権譲渡先に関する質問及び回答（別紙様式第２）

(3) 信用格付業者のレーティングレター（適格機関投資家又は適格機関投資家の子

会社若しくは関連会社であるときに限る ）。

(4) 譲渡債権が収益認識に関する会計基準に基づき、一定の期間にわたり履行義務

を充足し収益を認識する方法により契約相手方において適切に計上されているこ

とを証明する会計監査人の承認に係る資料

(5) 契約相手方による譲渡債権の特定に関する確認書（長期債権 （別紙様式第）

５）

、 、(6) 債権譲受人が契約担当官等と契約相手方に係る契約の契約条項を理解し かつ

次の事項に同意している旨の書面（別紙様式第６）

ア 本件承認によって、譲渡債権に係る契約条項（当該条項に基づく変更契約に

係るものを含む ）に基づく分任支出負担行為担当官の契約相手方に対する権。

利義務関係に一切影響を及ぼさないこと。

イ 契約担当官等は、契約相手方との譲渡債権に係る契約の契約条項（当該条項

に基づく変更契約に係るものを含む ）による債務のみを負い、譲渡の対象と。

なる債権を担保として証券等を発行し販売する場合において、債権譲受人の証

券等の販売については、一切の責任を負わないこと。

ウ 契約担当官等及び契約相手方は、債権の譲渡後も、譲渡債権に係る契約の契

約条項に基づき、納入場所の変更、代金の中途確定に関する特約条項及びその

他の契約条項に基づく契約金額の変更、履行遅滞等による納期の変更等の契約

内容の変更を行うことがあること。また、債権譲受人は、申請の要件及び契約

担当官等による承認の諸条件を十分理解の上債権を譲受することとし、契約内

容の変更に対して、契約担当官等に異議を申し立てないこと。さらに、契約内

容の変更により債権譲受人の債権に影響が生じた場合には、専ら契約相手方と
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債権譲受人との間において解決すること。

エ 債権譲受人が 譲渡の対象となる債権を担保として発行し販売する証券等 以、 （

下「金融商品」という ）を発行し販売するときは、当該債権の内容及びリス。

ク（当該債権に内在する危険をいう。以下同じ ）を販売の相手方、流動性補。

完・保証契約等の相手方に十分説明し、確実に理解させるよう努めること。ま

た、金融商品が流通性を有する場合は、金融商品の購入者が確実に債権の内容

及びリスクを理解するために必要な措置を講ずること。

４ 契約課長等は、第２項の規定により申請書を受理するに当たっては、債権譲渡申

請添付書類（長期債権 （別紙第４）により提出書類等に不備のないことを確認す）

るものとする。

（審査）

第９条 契約課長等は、契約相手方から前条第２項に基づく申請書を受理した場合に

は、債権譲渡確認事項（長期債権 （別紙第５）により、申請内容が承認に必要な）

、 、要件を満たしているものか 債権の譲渡を行っても契約の履行に支障がないものか

及び紛争を未然に防止する措置が講じられているものか否か等について審査を行

い、債権の譲渡の承認の可否について関係各課長等を経て契約担当官等の決裁を受

けるものとする。この場合において、債権の譲渡の承認を否とするときは、その措

置について明らかにしなければならない。

（審査後の措置）

第１０条 契約課長等は、前条の規定により契約担当官等の決裁を受けた場合には、

速やかに契約相手方に債権の譲渡の承認の可否について通知を行うとともに、関係

各課長等に承認書の写しの送付又は否とする旨の通知を行うものとする。この場合

において債権の譲渡の承認を否とするときは、その理由について明らかにしなけれ

ばならない。

２ 前項の規定により契約相手方に行う通知は、申請書等を受理した日から原則１週

間以内に行うものとし、当該期間以内に通知できない場合は、その旨を契約相手方

に通知するものとする。

第３章 雑則

（提出された書類の確認に当たっての注意）

第１１条 契約課長等は、申請書の受理及び審査に当たっては、債権譲受人となる適

格機関投資家等の業務の形態に差異があることに鑑み、各確認事項について聴取を

行い、今後の同種の業務の参考とするため記録することに努めるものとする。

（申請及び承認の状況管理）

第１２条 契約課長等は、債権譲渡整理簿（別紙様式第７）により債権譲渡の申請及

び承認の状況を管理するものとする。
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（特例）

第１３条 この要領により難い場合は、その措置について契約担当官等の決裁を受け

るものとする。
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別紙第１

債権の譲渡先の要件

債権の譲渡先は、次の第１項又は第２項のいずれかに該当するもの

１ 信用力の高い適格機関投資家又はその子会社若しくは関連会社で次のいずれにも

該当する会社

(1) 資本の額が５億円以上又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計

額が２００億円以上である株式会社で、会社法（平成１７年７月２６日法律第

８６号）第４３６条の規定する監査役の監査の他会計監査人の監査を受けている

会社

(2) 信用格付機関によりＡランク以上（短期債務格付の場合はＡランク相当以上）

の格付を受けている会社

２ 適格機関投資家の子会社若しくは関連会社（第１項の会社に当たらない場合に限

る ）で次のいずれにも該当する会社又は特別目的会社で第１号に該当する会社。

(1) 第１項の適格機関投資家との間で業務契約を締結して債権の流動化の業務を極

めて緊密に提携して実施していることが確認され、流動性の補完等を内容とする

契約を締結している会社

(2) 信用格付機関によりＡランク以上（短期債務格付の場合はＡランク相当以上）

の格付を受けている会社
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別紙第２

債権譲渡申請添付書類（短期債権）

Ⅰ 債権の譲渡先が別紙第１第１項の会社である場合

１ 乙丙間の債権譲渡基本契約書の写し □

２ 丙が譲渡先の要件に該当していることを証明する書類

(1) 登記事項証明書 発行日から３か月以内 □

資格証明書 の書類いずれか１通 □

(2) 債権譲渡先に関する質問及び回答 □

（適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限る ）。

３ 乙による譲渡債権の特定に関する確認書 □

４ 信用格付機関の「レーティングレター」 □

５ ２及び４については同時提出又は省略可能

（前回承認番号 第 号 年 月 日） □

Ⅱ 債権譲渡先が別紙第１第２項の会社である場合

１ 乙丙間の債権譲渡基本契約書の写し □

２ 提携している適格機関投資家についての次の書類

(1) 登記事項証明書 発行日から３か月以内 □

資格証明書 の書類いずれか１通 □

(2) 信用格付機関の「レーティングレター」 □

３ 譲受人についての書類

(1) 登記事項証明書 発行日から３か月以内 □

資格証明書 の書類いずれか１通 □

(2) 提携している適格機関投資家との間で締結されたアからエまでに記載の契約

に関する書類のうちのいずれかのものの写し

ア （ア）から（オ）までのいずれかの契約で信用を補完することを内容とす

る契約

（ア）流動性補完契約 □

特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という ）に、一時的な資金不足が生じ。

た場合に、金融機関がＳＰＣの資金を補うことを内容とする契約をいう。

（イ）信用補完契約 □

ＳＰＣに、譲渡債権の債務者の倒産等に起因する回収不能による損失が

生じた場合に、金融機関がＳＰＣの損失を補填することを内容とする契約

をいう。

（ウ）バックアップライン契約 □
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（ア）又は（イ）の別称

（エ）保証契約 □

スキームを組み立てた適格機関投資家 又は譲渡人 若しくは第三者 ス（ ） （

キームを組み立てた適格機関投資家以外の適格機関投資家）が、ＳＰＣに

発生する損失につき保証し、投資家には損害を与えないことを内容とする

契約をいう。

（オ）その他名称のいかんを問わず（ア）から（エ）までの契約と類似の内容

を含む契約 □

イ （ア）から（ウ）までのいずれかの金銭の融資を内容とする契約

（ア）銀行取引約定書 □

銀行の与信（手形貸付、手形割引、当座貸越、証書貸付等）のルールを

定めることを内容とする。

（イ）金銭消費貸借契約 □

与信（貸付等）を内容とする契約をいう。ただし、借入金を弁済する際

に、返済原資を譲渡債権の回収金又はその処分金だけに限定することを内

容とする合意を内容とするものとする。

（ウ）その他名称のいかんを問わず（ア）及び（イ）の契約と類似の内容を含

む契約 □

ウ 管理委託

（ア）管理業務委託契約 □

ＳＰＣの事務管理及び運営について定めた内容の契約をいう。

（イ）その他名称のいかんを問わず（ア）の契約と類似の内容を含む契約 □

エ 組成助言

（ア）財務アドバイザリー契約 □

適格機関投資家がＳＰＣに対し情報提供又はアドバイスする事項（譲受

債権の内容やスキームの構築）について定めた内容の契約をいう。

（イ）その他名称のいかんを問わず（ア）の契約と類似の内容を含む契約 □

(3) 債権譲渡先に関する質問及び回答 □

４ 乙による譲渡債権の特定に関する確認書 □

５ 信用格付機関のレーティングレター □

（適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限る ）。

６ ２、３及び４については同時提出又は省略可能

（前回承認番号 第 号 年 月 日） □
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別紙第３

債権譲渡確認事項（短期債権）

Ⅰ 債権譲渡先が別紙第１第１項の会社である場合

１ 受領検査調書の確認 □

２ 債権譲渡申請書 □

３ 適格機関投資家についての確認事項（いずれにも該当すること ）。

(1) 証券会社、銀行、保険会社、その他の適格機関投資家 □

(2) 適格機関投資家の子会社又は関連会社の確認 □

ア 子会社の場合

適格機関投資家が、株式の５０パーセント以上を保有している等意思決定

機関を支配している会社 □

イ 関連会社の場合

適格機関投資家が、株式の２０パーセント以上５０パーセント未満を保有

している等重要な影響を与えている会社 □

４ 会社法第４３６条の規定に基づく監査を受けた会社である旨の確認 □

(1) 資本金５億円以上又は最終貸借対照表の負債の部が２００億円以上の株式会

社 □

(2) 監査役及び会計監査人が業務監査及び会計監査を実施している。 □

５ 信用格付機関によりＡランク以上（短期債務格付の場合はＡランク相当以上）

の格付を受けている会社

（格付会社名： （格付ランク： ） □）

６ 債権譲渡先に関する質問及び回答の確認（適格機関投資家の子会社又は関連会

社であるときに限る ） □。

Ⅱ 債権譲渡先が適格機関投資家の別紙第１第２項の会社である場合

１ 受領検査調書の確認 □

２ 債権譲渡申請書 □

３ 提携している適格機関投資家の確認（いずれにも該当すること ）。

(1) 証券会社、銀行、保険会社、その他の適格機関投資家 □

(2) 会社法第４３６条の規定に基づく監査を受けた会社である旨の確認 □

ア 資本金５億円以上又は最終貸借対照表の負債の部２００億円以上の株式会

社 □

イ 監査役及び会計監査人が業務監査及び会計監査を実施している。 □

（ ）(3) 信用格付機関によりＡランク以上 短期債務格付の場合はＡランク相当以上

の格付を受けている会社

（格付会社名： （ 格付ランク： ） □）
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４ 適格機関投資家の子会社又は関連会社であることの確認

(1) 子会社の場合

適格機関投資家が、株式の５０パーセント以上を保有している等意思決定機

関を支配している会社 □

(2) 関連会社の場合

適格機関投資家が、株式の２０パーセント以上５０パーセント未満を保有し

ている等重要な影響を与えている会社 □

５ 提携している適格機関投資家との間で締結されたアからエに記載の契約に関す

る書類（いずれかの書類）の写し

(1) アからオまでのいずれかの契約で信用を補完することを内容とする契約

ア 流動性補完契約 □

特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という ）に、一時的な資金不足が生じた。

場合に、金融機関がＳＰＣの資金を補うことを内容とする契約をいう。

イ 信用補完契約 □

ＳＰＣに、譲渡債権の債務者の倒産等に起因する回収不能による損失が生

じた場合に、金融機関がＳＰＣの損失を補填することを内容とする契約をい

う。

ウ バックアップライン契約 □

ア又はイの別称

エ 保証契約 □

スキームを組み立てた適格機関投資家（若しくは譲渡人）又は第三者（ス

キームを組み立てた適格機関投資家以外の適格機関投資家）が、ＳＰＣに発

生する損失につき保証し、投資家には損害を与えないことを内容とする契約

をいう。

オ その他名称のいかんを問わずアからエまでの契約と類似の内容を含む契約

□

(2) アからウまでのいずれかの金銭の融資を内容とする契約

ア 銀行取引約定書 □

銀行の与信（手形貸付、手形割引、当座貸越、証書貸付等）のルールを定

めることを内容とする。

イ 金銭消費貸借契約 □

（ ） 。 、 、与信 貸付等 を内容とする契約をいう ただし 借入金を弁済する際に

返済原資を譲渡債権の回収金又はその処分金だけに限定することを内容とす

る合意を内容とするものとする。

ウ その他名称のいかんを問わずア及びイの契約と類似の内容を含む契約 □

(3) 管理委託

ア 管理業務委託契約 □
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ＳＰＣの事務管理及び運営について定めた内容の契約をいう。

イ その他名称のいかんを問わずアの契約と類似の内容を含む契約 □

(4) 組成助言

ア 財務アドバイザリー契約 □

適格機関投資家がＳＰＣに対し情報提供又はアドバイスする事項（譲受債

権の内容やスキームの構築）について定めた内容の契約をいう。

イ その他名称のいかんを問わずアの契約と類似の内容を含む契約 □

６ 信用格付機関によりＡランク以上（短期債務格付の場合はＡランク相当以上）

の格付を受けている会社（適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限

る ）。

（格付会社名： （格付ランク： ） □）

７ 債権譲渡先に関する質問及び回答の確認 □
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別紙第４

債権譲渡申請添付書類（長期債権）

Ⅰ 債権譲渡先が別紙第１の第１項の会社である場合

１ 乙丙間の債権譲渡基本契約書の写し □

２ 丙が譲渡先の要件に該当していることを証明する書類

(1) 登記事項証明書 発行日から３か月以内 □

資格証明書 の書類いずれか１通 □

(2) 債権譲渡先に関する質問及び回答（適格機関投資家の子会社又は関連会社で

あるときに限る ） □。

３ 譲渡債権が収益認識に関する会計基準に基づき、一定の期間にわたり履行義務

を充足し収益を認識する方法により計上されていることを証明する資料 □

４ 乙による譲渡債権の特定に関する確認書 □

５ 信用格付機関のレーティングレター □

６ 丙が甲、乙の譲渡債権に係る契約条項を理解し、かつ、同意している旨の書面

□

７ ２、５及び６については同時提出又は省略可能

（前回承認番号 第 号。 年 月 日） □

Ⅱ 債権譲渡先が別紙第１第２項の会社である場合

１ 乙丙間の債権譲渡基本契約書の写し □

２ 提携している適格機関投資家についての次の書類

(1) 登記事項証明書 発行日から３か月以内 □

資格証明書 の書類いずれか１通 □

(2) 信用格付機関のレーティングレター □

３ 譲渡債権が収益認識に関する会計基準に基づき、一定の期間にわたり履行義務

を充足し収益を認識する方法により計上されていることを証明する資料 □

４ 譲受人についての書類

(1) 登記事項証明書 発行日から３か月以内 □

資格証明書 の書類いずれか１通 □

(2) 提携している適格機関投資家との間で締結されたアからエに記載の契約に関

する書類のうちのいずれかのものの写し

ア （ア）から（オ）までのいずれかの契約で信用を補完することを内容とす

る契約

（ア）流動性補完契約 □

ＳＰＣに、一時的な資金不足が生じた場合に、金融機関がＳＰＣの資金

を補うことを内容とする契約をいう。
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（イ）信用補完契約 □

ＳＰＣに、譲渡債権の債務者の倒産等に起因する回収不能による損失が

生じた場合に、金融機関がＳＰＣの損失を補填することを内容とする契約

をいう。

（ウ）バックアップライン契約 □

（ア）又は（イ）の別称

（エ）保証契約 □

スキームを組み立てた適格機関投資家 若しくは譲渡人 又は第三者 ス（ ） （

キームを組み立てた適格機関投資家以外の適格機関投資家）が、ＳＰＣに

発生する損失につき保証し、投資家には損害を与えないことを内容とする

契約をいう。

（オ）その他名称のいかんを問わず（ア）から（エ）までの契約と類似の内容

を含む契約 □

イ （ア）から（ウ）までのいずれかの金銭の融資を内容とする契約

（ア）銀行取引約定書 □

銀行の与信（手形貸付、手形割引、当座貸越、証書貸付等）のルールを

定めることを内容とする。

（イ）金銭消費貸借契約 □

与信（貸付等）を内容とする契約をいう。ただし、借入金を弁済する際

に、返済原資を譲渡債権の回収金又はその処分金だけに限定することを内

容とする合意を内容とするものとする。

（ウ）その他名称のいかんを問わず（ア）及び（イ）の契約と類似の内容を含

む契約 □

ウ 管理委託

（ア）管理業務委託契約 □

ＳＰＣの事務管理及び運営について定めた内容の契約をいう。

（イ）その他名称のいかんを問わず（ア）の契約と類似の内容を含む契約 □

エ 組成助言

（ア）財務アドバイザリー契約 □

適格機関投資家がＳＰＣに対し情報提供又はアドバイスする事項（譲受

債権の内容やスキームの構築）について定めた内容の契約をいう。

（イ）その他名称のいかんを問わず（ア）の契約と類似の内容を含む契約 □

（３）債権譲渡先に関する質問及び回答 □

５ 乙による譲渡債権の特定に関する確認書 □

６ 信用格付機関のレーティングレター（適格機関投資家の子会社又は関連会社で

あるときに限る ）。

（格付会社名： （格付ランク： ） □）



１９

７ 丙が甲、乙の譲渡債権に係る契約条項を理解し、かつ、同意している旨の書面

□

８ ２、４、６及び７については同時提出又は省略可能

（前回承認番号 第 号 年 月 日） □
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別紙第５

債権譲渡確認事項（長期債権）

Ⅰ 債権譲渡先が別紙第１第１項の会社である場合

１ 契約金額１件１億円以上、２年国債以上 □

品名： 契約年度： 納期：

２ 債権譲渡申請書 □

３ 収益認識に関する会計基準に基づき、一定の期間にわたり履行義務を充足し収

益を認識する方法により企業会計上乙の資産（債権）として計上され、会計監査

人の承認を受けているか。 □

４ 債権譲渡金額は、甲乙の契約金額（税抜き）となっているか。 □

（既前金払額、既部分払が控除されていること ）。

５ 適格機関投資家についての確認事項（いずれにも該当）

(1) 証券会社、銀行、保険会社、その他の適格機関投資家 □

(2) 適格機関投資家の子会社又は関連会社であることの確認

ア 子会社の場合

適格機関投資家が、株式の５０パーセント以上を保有している等意思決定

機関を支配している会社 □

イ 関連会社の場合

適格機関投資家が、株式の２０パーセント以上～５０パーセント未満を保

有している等重要な影響を与えている会社 □

６ 会社法第４３６条の規定に基づく会計監査人の監査を受けた会社である旨の確

認 □

(1) 資本金５億円以上又は最終貸借対照表の負債の部が２００億円以上の株式会

社 □

(2) 監査役及び会計監査人が業務監査及び会計監査を実施している □

確認した書類等：

７ 信用格付機関によりＡランク以上（短期債務格付の場合はＡランク相当以上）

の格付を受けている会社

（格付会社名： （格付ランク： ） □）

８ 債権譲渡先に関する質問及び回答の確認（適格機関投資家の子会社又は関連会

社であるときに限る ） □。

Ⅱ 債権譲渡先が別紙第１第２項の会社である場合

１ 契約金額１件１億円以上、２年国債以上 □

品名： 契約年度： 納期：

２ 債権譲渡申請書 □
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３ 収益認識に関する会計基準に基づき、一定の期間にわたり履行義務を充足し収

益を認識する方法により企業会計上乙の資産（債権）として計上され、会計監査

人の承認を受けているか。 □

４ 債権譲渡金額は、甲乙の契約金額（税抜き）となっているか。 □

（既前金払額、既部分払額が控除されいること ）。

５ 提携している適格機関投資家の確認事項（いずれにも該当）

(1) 証券会社、銀行、保険会社、その他の適格機関投資家 □

(2) 会社法第４３６条の規定に基づく会計監査人の監査を受けた会社である旨の

確認 □

ア 資本金５億円以上又は最終貸借対照表の負債の部が２００億円以上の株式

会社 □

イ 監査役及び会計監査人が業務監査及び会計監査を実施している。 □

確認した書類等：

（ ）(3) 信用格付機関によりＡランク以上 短期債務格付の場合はＡランク相当以上

の格付を受けている会社

（格付会社名： （格付ランク： ） □）

６ 適格機関投資家の子会社又は関連会社であることの確認

(1) 子会社の場合

適格機関投資家が、株式の５０パーセント以上を保有している等意思決定機

関を支配している会社 □

(2) 関連会社の場合

適格機関投資家が、株式の２０パーセント以上～５０パーセント未満を保有

している等重要な影響を与えている会社 □

７ 提携している適格機関投資家との間で締結された(1)から(4)までに記載の契約

に関する書類（いずれかの書類）の写し

(1) アからオまでのいずれかの契約で信用を補完する契約

ア 流動性補完契約 □

ＳＰＣに、一時的な資金不足が生じた場合に、金融機関がＳＰＣの資金を

補うことを内容とする契約

イ 信用補完契約 □

ＳＰＣに、譲渡債権の債務者の倒産等に起因する回収不能による損失が生

じた場合に、金融機関がＳＰＣの損失を補填することを内容とする契約

ウ バックアップライン契約 □

ア又はイの別称

エ 保証契約 □

スキームを組み立てた適格機関投資家（若しくは譲渡人）又は第三者（ス

キームを組み立てた適格機関投資家以外の適格機関投資家）が、ＳＰＣに発
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生する損失につき保証し、投資家には損害を与えないことを内容とする契約

オ その他名称のいかんを問わずアからエまでの契約と類似の内容を含む契約

□

(2) アからウまでのいずれかの金銭の融資を内容とする契約

ア 銀行取引約定書 □

銀行の与信（手形貸付、手形割引、当座貸越、証書貸付等）のルールを定

めることを内容とする。

イ 金銭消費貸借契約 □

（ ） 。 、 、与信 貸付等 を内容とする契約をいう ただし 借入金を弁済する際に

返済原資を譲渡債権の回収金又はその処分金だけに限定することを内容とす

る合意を内容とするものとする。

ウ その他名称のいかんを問わずア及びイの契約と類似の内容を含む契約 □

(3) 管理委託

ア 管理業務委託契約 □

ＳＰＣの事務管理及び運営について定めた内容の契約

イ その他名称のいかんを問わずアの契約と類似の内容を含む契約 □

(4) 組成助言

ア 財務アドバイザリー契約 □

適格機関投資家がＳＰＣに対し情報提供又はアドバイスする事項（譲受債

権の内容やスキームの構築）について定めた内容の契約

イ その他名称のいかんを問わずアの契約と類似の内容を含む契約 □

８ 信用格付機関によりＡランク以上（短期債務格付の場合はＡランク相当以上）

の格付を受けている会社（適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限

る ）。

（格付会社名： （格付ランク： ） □）

９ 債権譲渡先に関する質問及び回答の確認 □

＊ 各項のうち、それぞれ該当項目を確認し、調査結果をリストに記入
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別紙様式第１

令和 年 月 日

債権譲渡承認申請書（記載例）

甲（契約担当官等） 殿

住 所

会社名 乙（譲渡人）

代表者

担当者

連絡先

○○○○○株式会社（以下「乙」という ）と○○○○○株式会社（以下「丙」と。

いう ）との間において 「債権譲渡承認書」による分任支出負担行為担当官（以下。 、

「甲」という ）の承認がなされること及び下記の○○○契約条項第○○条に基づい。

て作成される受領書を乙が受領することをその契約の効力発生の条件とする令和 年

月 日付○○債権譲渡基本契約（以下「債権譲渡基本契約」という ）に基づき、。

乙は、○○○契約に基づく代金債権（以下「譲渡対象債権」という ）を丙に譲渡す。

ることとしたいので、○○○契約条項第○条第○項第○号に基づく承認を得たく申請

いたします。

譲渡対象債権の丙への支払については、従前どおり○○○契約条項第○条第○項に

基づき、契約物品の全体の完成、納入及びその確認を条件としてなされるものとしま

す。

また、同契約条項に基づく代金の請求は、債権譲渡基本契約により乙が丙の代理人

として請求及び受領させていただくものとします。ただし、債権譲渡基本契約に定め

る一定の事由が発生した場合には、乙の丙に対する権限は失われますので、その旨丙

より甲に対し通知された後においては、直接丙にお支払いください。

なお、甲に対しては、譲渡債権に係る契約の契約条項（当該条項に基づく変更契約

に係るものを含む ）以外の責任を求めないこと、○○○契約条項に規定される乙の。

契約不適合責任は、従前どおり乙が継続して負担するものであること及び債権譲渡に

係る○○○費用については乙の負担であって甲に負担を求めることはないことを申し

添えます。

記

１ 甲と乙の間で締結された令和 年 月 日付○○○契約

（１）調 達 要 求 番 号

（２）契 約 品 名
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（３）納 期

（４）契約番号及び契約年月日

２ 譲渡債権額

（１） 契約代金額 金 円

（２ （－）前金支払額 金 円）

（３ （－）既譲渡債権額 金 円）

（４） 差引譲渡債権額 金 円

３ 丙の氏名、住所、担当者氏名、担当者連絡先

債権譲渡承認書

○○○第 号

令和 年 月 日

「乙」 殿

「丙」 殿

上記につき、○○○契約に基づく譲渡対象債権の丙への譲渡については、下記に記

載される事項を乙及び丙が遵守することを条件として、○○○契約条項第○条第○項

第○号の規定により、これを承認します。

なお、本承認によって○○○契約に規定する甲の権利義務に何ら変更がなく、乙の
責任が一切軽減されるものではないこと、甲は丙が行う金融商品の販売等及び乙丙間
の行為について一切責任を負わないこと並びに国による代金支払は、○○○契約条項
第○条の規定に基づき行われるものであることを申し添えます。

記
１ 乙及び丙は、譲渡対象債権について、甲の事前の承認なく他の第三者に譲渡し、

又はこれに質権を設定し、その他債権の帰属及び行使を害すべき行為を行わないこ

と。

２ 乙及び丙は、譲渡対象債権契約書の開示については、あらかじめ甲の承認を求め

るものとする。ただし、法令により要求される場合、乙又は丙の代理人、法律顧問

その他の法令上守秘義務を負担する者への開示の場合にはこの限りではない。

３ 乙は、下請負者への早期支払に努めること。

甲（契約担当官等）

（お問合せ先）

担当：

電話：

（注）１ 不要の箇所は抹消すること。
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、 。２ 本様式記載例は 乙丙間に債権譲渡基本契約を有する場合を想定している

、 。同基本契約を有さない場合 信託譲渡の場合等には適宜修正して作成する

３ 流動性補完契約等締結のため、限定した再譲渡先を指定する必要がある場

合は、あらかじめ申請書に記載することができる。
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別紙様式第２

債権譲渡先に関する質問及び回答

（質問）貴社は、適格機関投資家の子会社又は関連会社ですか。

（回答）はい いいえ

１ 「はい」の場合

（質問）どの適格機関投資家の子会社又は関連会社ですか。

適格機関投資家の名称 （ ）

適格機関投資家が所有する貴社の株式の割合（ ）

２ 「いいえ」の場合

（質問）貴社は、特定目的会社又は特別目的会社に該当しますか。

（回答）該当する 該当しない

「該当する」の場合

更問１ 慈善信託が実質的な株主になる等によりスキームの関係者との資本関

係が分離されていますか。

回答 はい いいえ

更問２ 債権譲渡会社と無関係な者が株主になる等によりスキームの関係者と

の人的な関係が分離されていますか。

回答 はい いいえ

更問３ スキームの関係者である貴社の債権者、株主、取締役と貴社が破産申

立禁止の特約を合意する等自己破産などの申立てができない仕組みにな

っていますか。

回答 はい いいえ

更問４ 第三者への株式の譲渡が制限されていますか。

回答 はい いいえ

更問５ 提携して緊密に業務を行う適格機関投資家はどの社ですか。

回答 適格機関投資家の名称 （ ）

子会社、関連会社、特定目的会社又は特別目的会社の

名称及び担当責任者氏名

適格機関投資家の社名及び担当責任者氏名
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別紙様式第３

譲渡対象債権の特定に関する確認書（短期債権 （記載例））

令和 年 月 日

甲（契約担当官等） 殿

住 所

会社名 乙（譲渡人）

代表者

担当者

連絡先

令和 年 月 日付債権譲渡承認申請書に係る譲渡を行おうとする債権の金

額は、下記のとおりとなっております。

￥

ただし、令和 年 月 日付で○○契約を締結した下記契約

品の代金の全部（又は一部）に係る請求債権（内訳は別紙のとおり ）。

記

１ 調達要求番号

２ 契 約 品 名

３ 納 期

４ 契 約 番 号

５ 契約年月日

６ 契約代金額
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別紙

譲渡対象債権内訳書（記載例）

１ 契 約 代 金 額 (Ａ） ￥

２ 前払金受領済額 （Ｂ） ￥

３ 部分払受領済額 （Ｃ） ￥

４ 譲渡対象債権額 ￥

（Ａ－Ｂ－Ｃ）
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別紙様式第４

令和 年 月 日

債権譲渡承認申請書（記載例）

甲（契約担当官等） 殿

住 所

会社名 乙（譲渡人）

代表者

担当者

連絡先

○○○○○株式会社（以下「乙」という ）と○○○○○株式会社（以下「丙」と。

いう ）との間において、令和 年 月 日付で締結した○○債権譲渡基本契約。

（以下「債権譲渡基本契約」という ）に基づき、乙は、○○○契約に基づく請負代。

金債権の一部であって下記第２項により特定される債権（以下「譲渡対象債権」とい

う ）を丙に譲渡することとしたいので、○○○契約条項第○条第○項第○号に基づ。

く承認を得たく申請いたします。

譲渡対象債権に基づく丙への支払については、従前どおり○○○契約条項第○条第

○項に基づき、契約物品の全体の完成、納入及びその確認を条件としてなされるもの

とします。ただし、契約物品が納入される年度に支払が予定される前払金及び部分払

につきましては、前払金に関する特約条項及び部分払に関する特約条項（以下「各特

約条項」という ）の規定に基づきなされるものとし、分任支出負担行為担当官（以。

下「甲」という ）から丙への支払後、○○○契約の契約金額の変更又は契約の解除。

により各特約条項の規定に基づく返還義務が生じた場合は、速やかに甲の請求に応じ

ることとします。

また、同契約条項に基づく代金の請求は、債権譲渡基本契約により乙が丙の代理人

として請求及び受領させていただくものとします。ただし、債権譲渡基本契約に定め

る一定の事由が発生した場合には、乙の丙に対する権限は失われますので、その旨丙

より甲に対し通知された後においては、直接丙にお支払いください。

なお、甲に対しては、譲渡債権に係る契約の契約条項（当該条項に基づく変更契約

に係るものを含む ）以外の責任を求めないこと、○○○契約条項に規定される乙の。

契約不適合責任は、従前どおり乙が継続して負担するものであること及び債権譲渡に

係る○○○費用については乙の負担であって甲に負担を求めることはないことを申し

添えます。

記
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１ 甲と乙の間で締結された令和 年 月 日付○○○契約

（１）調達要求番号

（２）契 約 品 名

（３）納 期

（４）契約番号及び契約年月日

２ 譲渡債権額

（１） 契約請負代金額（税抜き） 金 円

（２ （－）既前払金額 金 円）

（３ （－）既部分払額 金 円）

（４ （－）既譲渡債権額 金 円）

（５） 差引金額 金 円

譲渡債権額は （５）のうち、 円 （内訳書：別紙）、

３ 丙の氏名、住所、担当者氏名、担当者連絡先

債権譲渡承認書

○○○第 号

令和 年 月 日

「乙」 殿

「丙」 殿

上記につき、◯◯◯契約に基づく譲渡対象債権の丙への譲渡については、乙による

契約不履行を事由とする契約解除をもって丙に対抗できる旨及び下記事項について異

議をとどめて、◯◯◯契約条項第◯条の規定により承認します。

なお、本承認は、◯◯◯契約条項に規定する甲の権利義務（当該条項に基づく変更

契約によるものを含む ）に何ら影響を及ぼさず、乙の責任が一切軽減されるもので。

はないこと、甲は丙が行う金融商品の販売、流動性補完契約等及び乙丙間の行為につ

いて一切責任を負わないこと、並びに国による代金支払は、乙が契約物品を納入し、

受領書を交付された後の適正な請求に基づき行われるものであることを申し添えま

す。

記

１ ◯◯◯契約条項に基づき、甲が乙に対して有する請求債権については、譲渡対象

債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。

２ 乙及び丙は、譲渡対象債権について、甲の事前の承認なく他の第三者に譲渡し、

又は質権を設定しその債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。

３ 乙及び丙は、譲渡対象債権契約書の開示については、あらかじめ甲の承認を求め
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るものとする。ただし、法令により要求される場合、乙又は丙の代理人、法律顧問

その他の法令上守秘義務を負担する者への開示の場合にはこの限りではない。

４ 丙は、金融商品の販売等を行うに当たっては、防衛省の◯◯◯契約に関する権利

等譲渡対象債権の性格等当該金融商品のリスクを販売相手方、流動性補完契約等の

相手方が理解できるよう十分説明を行うこと。また、当該金融商品が流通性を有す

、 。る場合 当該金融商品のリスクを容易に理解できるために必要な措置を講ずること

５ 甲と乙は、債権譲渡後も、譲渡債権に係る契約の契約条項に基づき、納入場所の

、 、変更 代金の中途確定に関する特約条項その他の契約条項に基づく契約金額の変更

履行遅滞等による納期の変更等の契約内容の変更を行うことがあること。これに対

して丙は、異議を申し立てないこと。当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容

に影響が及ぶ場合は、専ら乙と丙との間において解決されること。

６ 乙は、◯◯◯契約に関わる下請負等、関連する企業への早期支払に努めること。

甲（契約担当官等）

（お問合せ先）

担当：

電話：

（注）１ 不要の箇所は抹消すること。

、 。２ 本様式記載例は 乙丙間に債権譲渡基本契約を有する場合を想定している

、 。同基本契約を有さない場合 信託譲渡の場合等には適宜修正して作成する

３ 流動性補完契約等締結のため、限定した再譲渡先を指定する必要がある場

合は、あらかじめ申請書に記載することができる。
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別紙

譲渡対象債権金額内訳書（記載例）

１ 資産計上債権金額

対応する作業 実績金額 契約金額に対する

割合(累計）

第１回 令和２年度上期まで Ｘ,ＸＸＸ 円 ２０ パーセント

第２回 令和２年度下期分 ０ 円 ０ パーセント

第３回 令和３年度上期分 ０ 円 ０ パーセント

２ 譲渡対象債権の特定

今回の申請に係る譲渡対象債権基準金額は、上記の第１回ないし第３回分中、第

１回目 のＸ,ＸＸＸ 円のうちＹ,ＹＹＹ 円
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別紙様式第５

譲渡対象債権の特定に関する確認書（長期債権 （記載例））

令和 年 月 日

甲（契約担当官等） 殿

住 所

会社名 乙（譲渡人）

代表者

担当者

連絡先

令和 年 月 日付け債権譲渡承認申請書に係る譲渡を行おうとする債権の

金額は、下記のとおりとなっております。

￥

ただし、令和 年 月 日付で○○請負契約を締結した下記契約

品の代金の全部（又は一部）に係る請求債権（内訳は別紙のとおり ）。

記

１ 調達要求番号

２ 契 約 品 名

３ 納 期

４ 契 約 番 号

５ 契約年月日

６ 請負代金額

７ 納 入 場 所
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別紙

譲渡対象債権内訳書（記載例）

１ 契約請負代金額（税抜き）(Ａ） ￥

２ 既前払金額 ￥

債権引渡確認額 ￥

差引金額（Ｂ） ￥

３ 既部分払額 ￥

債権引渡確認額 ￥

差引金額（Ｃ） ￥

４ 既前払金額等（Ｄ＝Ｂ＋Ｃ） ￥

５ 既譲渡債権額（Ｅ） ￥

６ 企業会計上の資産として承認を得た額（Ｆ）

￥

７ 譲渡対象債権額（ Ｆ－Ｄ－Ｅ）（

のうち譲渡可能額を超えない額） ￥
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別紙様式第６

令和 年 月 日

債権譲渡に係る同意書（記載例）

甲（契約担当官等） 殿

住 所

会社名 丙（譲受人）

代表者

担当者

連絡先

弊社（以下「丙」という ）は、分任支出負担行為担当官（以下「甲」という ）。 。

と×××株式会社 以下 乙 という との譲渡対象債権に係る契約の契約条項 基（ 「 」 。） （

本契約条項、特約条項その他の契約条項をいい、当該条項に基づく変更契約に係るも

のを含む。以下同じ ）を理解し、かつ、次のことに同意していることを申し上げま。

す。

記

１ 本件承認によって、譲渡対象債権に係る契約の契約条項に基づく甲の乙に対する

権利義務に何ら影響を及ぼさないこと。また、乙の甲に対する特約条項を含めた契

約条項上の責任が一切軽減されるものではないこと。

２ 甲は、乙との譲渡対象債権に係る契約の契約条項（当該契約条項に基づく変更契

約に係るものを含む ）による債務を負うだけで、丙の証券・ローン等の販売につ。

いては、一切の責任を負わないこと。

３ 甲乙間において、債権譲渡後も、譲渡債権に係る契約の契約条項に基づき、納入

場所の変更、代金の中途確定に関する特約条項その他の契約条項に基づく契約金額

の変更、履行遅滞等による納期の変更等の契約内容の変更を行うことがあること。

丙は、申請の要件及び甲による承認の諸条件を十分理解の上、債権を譲受するとと

もに、係る変更に対して、甲に異議を申し立てないこと。契約内容の変更により丙

の債権に影響が生じた場合があった場合には、専ら乙と丙との間において解決する

こと。

４ 丙が金融商品を販売するときは、債権の性格・リスクを販売の相手方、流動性補

完・保証契約の相手方に十分説明して、確実に理解させるよう努めること。

また、金融商品が流通性を有する場合は、金融商品の購入者が確実に債権の性格

・リスクを理解するために必要な措置を講ずること。



別紙様式第７

債 権 譲 渡 整 理 簿
承 認 申 請 承 認 契約金額

調達要求番号 契約品名 契約相手方 債権譲渡先 担 当 班 名
番 号 年月日 年月日 （譲渡額）

３
６
」


